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不開示理由等 所管局部課等

1 R6.1.4 R6.3.4 事業者からの質問への回答（案） 1 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

2 R6.1.4 R6.3.4

（１）事業者及び東京都担当者間のメール
（２）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和５年３月３日実施分）
（３）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和５年12月６日実施分）
（４）事業者提供資料

32 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。
（７条６号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該職員の事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

3 R6.1.4 R6.3.4

（１）意見書（2021年12月8日）
（２）子ども・子育て会議議事抜粋
（３）提言書
（４）事業者提供資料
（５）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る参加者名簿（事業者含む）
（６）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る参加者名簿（東京都職員のみ）

60 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

4 R6.1.4 R6.3.4
（１）事業者及び東京都担当者間のメール
（２）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和４年６月７日実施分） 30 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。
（７条６号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該職員の事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

5 R6.1.4 R6.3.4

（１）参画企業・団体詳細
（２）アプローチ履歴
（３）東京都こどもスマイルムーブメント事務局問合せ記録

6 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。

子供政策連携室
企画調整部プロ
ジェクト推進課

決定区分 （根拠規定）条例７条



6 R6.1.9 R6.3.8 事業者からの質問への回答（案） 1 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

7 R6.1.9 R6.3.8

（１）事業者及び東京都担当者間のメール
（２）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和５年３月３日実施分）
（３）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和５年12月６日実施分）
（４）事業者提供資料

32 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。
（７条６号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該職員の事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

8 R6.1.9 R6.3.8

（１）意見書（2021年12月8日）
（２）子ども・子育て会議議事抜粋
（３）提言書
（４）事業者提供資料
（５）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る参加者名簿（事業者含む）
（６）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る参加者名簿（東京都職員のみ）

60 1
子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

9 R6.1.9 R6.3.8
（１）事業者及び東京都担当者間のメール
（２）事業者及び東京都担当者間の打合せに係る議事メモ（令和４年６月７日実施分） 30 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。
（７条６号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該職員の事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

子供政策連携室
企画調整部企画
調整課

10 R6.1.9 R6.3.8

（１）参画企業・団体詳細
（２）アプローチ履歴
（３）東京都こどもスマイルムーブメント事務局問合せ記録

6 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報で特定の個人を識別
することができるもの（他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む。）又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものであるため。
（７条３号）公にすることにより、不特定多数の者
から本来の業務目的以外の問合せ等が大量又は無差
別に行われ、当該担当者の事務の適正な遂行に支障
を及ぼすと認められるため。

子供政策連携室
企画調整部プロ
ジェクト推進課


